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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

本事業では、補助対象事業は以下の①から⑦に分かれております。そのうち、別添1では主に施設の改修

工事等を行う、① 宿泊施設の高付加価値化改修、② 宿泊施設の換気・感染症対策等設備導入、③

観光施設の改修、④ 廃屋の撤去、⑤ 公的施設の観光目的での利活用のための民間活力の導入の5つ

の補助対象事業に関する留意事項及び事務処理について記載しております。

なお、⑥ 交通関係事業については別添2を、⑦ 実証実験については別添3をご覧ください。

補助対象事業 分類 記載箇所

① 宿泊施設の高付加価値化改修 ṥ 1ṦP3

② 宿泊施設の換気・感染症対策等設備導入 ṥ 1ṦP6

③ 観光施設の改修 ṥ 1ṦP9

④ 廃屋の撤去 ṥ 1ṦP12

⑤ 公的施設の観光目的での利活用のための民間活力の導入 ṥ 1ṦP15

ṥ 2ṦP3

( ︣ (שּ ṥ 3ṦP3
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助金の交付決定を受けた下記の補助対象事業者が、補助対象となる宿泊施設に対して、高付加価

値化改修をする際の留意事項となります。

補助対象事業者

補助対象事業者は、以下のいずれかの条件に該当する事業者となります。

□ 旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊事業者

※ ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号) 第2条第6

項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除きます。

□ 所有する施設を宿泊事業者へ運営委託し宿泊事業を営む事業者

※ 事業終了後3カ月以内に宿泊施設として認可を受ける予定の改修についても対象となります。

※ 所有施設を宿泊施設用途に改修し、その運営を外部に委託し許認可を受けることを予定している事業

者についても、事業終了後3カ月以内に開業する場合は対象となります。

なお、各施設1申請のみ申請することができます。ただし、「① 宿泊施設の高付加価値化改修」と「② 宿

泊施設の換気・感染症対策等設備導入」を同一の施設で申請することは可能です。

補助対象となる宿泊施設

宿泊事業者により既に営まれている宿泊施設、又は改修後に補助対象事業者によって運営が行われるこ

とが担保されている宿泊施設が対象となります。

補助対象事業

単なる老朽修繕ではない、滞在環境等の上質化や新たなサービスの提供等、宿泊施設の付加価値向上

に資する改修が対象となります。

(1) ① 宿泊施設の高付加価値化改修
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助対象経費

(1) ① 宿泊施設の高付加価値化改修 (続き)

補助率及び補助上限額

1/2 2,000万円

① 工事費

改修に係る工事や改修に係る設備工事

(電気設備工事、機械設備工事及び昇

降機設備工事等も含む) や設備導入等

の費用や廃屋撤去等の費用

原則として、工事関連費 (設計費等の改

修工事等に付帯する費用) と区分するこ

ととするが、区分することが困難な場合に

は工事費に含めるものとする

② 工事関連費

改修工事等に付帯する費用(設計費等

の上記に含まれない工事関連の費用)

※ 補助対象事業に直接要する経費に

限る

改修工事等に付帯する費用が該当し、

設計費等の上記に含まれない工事関連

の費用が該当する

補助対象とならない経費

Å故障、老朽化等に対応するための修理修繕、代替更新のみに要する経費

Å可搬性のある設備の購入や設置に要する経費

Å中古品の購入に係る経費

※ 中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため補助対象となりません。

Å新築及び増築、改築工事に係る経費

※ 建築基準法における建築行為に該当する工事費等は、補助対象となりません。

Å法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費

※ 消防法、建築基準法等で一律に設置が義務付けられているもの(改修工事等によるスプリンクラー、煙検知器の設置等)

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

(1) ① 宿泊施設の高付加価値化改修 (続き)

補助対象とならない経費 (続き)

Å補助対象事業者の経常的な経費 (人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介、

手数料、光熱水費、通信料等)

※ ただし、本事業に必要となるアルバイト等の臨時職員の経費は、補助対象経費とします。

Å建築基準法等に定める法定検査費用等

Å予備部品等の購入費用

Å国が助成する他の制度(補助金等) と重複する事業

Å恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

Åコミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

Å親睦会に係る経費

Å振込手数料

Å国の支出基準を上回る謝金費用

Åその他事業と無関係と思われる経費
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助金の交付決定を受けた下記の補助対象事業者が、補助対象となる宿泊施設に対して、換気・感染

症対策等対応設備を導入する際の留意事項となります。

補助対象事業者

補助対象事業者は、以下のいずれかの条件に該当する事業者となります。

□ 旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊事業者

※ ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号) 第2条第6

項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除きます。

□ 所有する施設を宿泊事業者へ運営委託し宿泊事業を営む事業者

※ 事業終了後3カ月以内に宿泊施設として認可を受ける予定の改修についても対象となります。

※ 所有施設を宿泊施設用途に改修し、その運営を外部に委託し許認可を受けることを予定している事業

者についても、事業終了後3カ月以内に開業する場合は対象となります。

なお、各施設1申請のみ申請することができます。ただし、「① 宿泊施設の高付加価値化改修」と「② 宿

泊施設の換気・感染症対策等設備導入」を同一の施設で申請することは可能です。

補助対象となる宿泊施設

宿泊事業者により既に営まれている宿泊施設、又は改修後に補助対象事業者によって運営が行われるこ

とが担保されている宿泊施設が対象となります。

補助対象事業

感染症対策を徹底するための空調改修や、飛沫防止のための設備導入等、感染症対策を行ううえでの

設備導入が対象となります。

(2) ② 宿泊施設の換気・感染症対策等設備導入
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助対象経費

(2) ② 宿泊施設の換気・感染症対策等設備導入 (続き)

補助率及び補助上限額

1/2 500万円

補助対象とならない経費

Å故障、老朽化等に対応するための修理修繕、代替更新のみに要する経費

Å可搬性のある設備の購入や設置に要する経費

Å中古品の購入に係る経費

※ 中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため補助対象となりません。

Å新築及び増築、改築工事に係る経費

※ 建築基準法における建築行為に該当する工事費等は、補助対象となりません。

Å法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費

※ 消防法、建築基準法等で一律に設置が義務付けられているもの(改修工事等によるスプリンクラー、煙検知器の設置等)

重要

① 工事費

改修に係る工事や改修に係る設備工事

(電気設備工事、機械設備工事及び昇

降機設備工事等も含む) や設備導入等

の費用や廃屋撤去等の費用

原則として、工事関連費 (設計費等の改

修工事等に付帯する費用) と区分するこ

ととするが、区分することが困難な場合に

は工事費に含めるものとする

② 工事関連費

改修工事等に付帯する費用(設計費等

の上記に含まれない工事関連の費用)

※ 補助対象事業に直接要する経費に

限る

改修工事等に付帯する費用が該当し、

設計費等の上記に含まれない工事関連

の費用が該当する
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

(2) ② 宿泊施設の換気・感染症対策等設備導入 (続き)

補助対象とならない経費 (続き)

Å補助対象事業者の経常的な経費 (人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介、

手数料、光熱水費、通信料等)

※ ただし、本事業に必要となるアルバイト等の臨時職員の経費は、補助対象経費とします。

Å建築基準法等に定める法定検査費用等

Å予備部品等の購入費用

Å国が助成する他の制度(補助金等) と重複する事業

Å恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

Åコミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

Å親睦会に係る経費

Å振込手数料

Å国の支出基準を上回る謝金費用

Åその他事業と無関係と思われる経費
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助金の交付決定を受けた下記の補助対象事業者が、補助対象となる観光施設の改修を行う際の留

意事項となります。

補助対象事業者

補助対象事業者は、以下の条件に該当する事業者となります。

□ 観光旅行者の利用に供される施設を保有又は運営している民間事業者

※ 観光施設とは、土産物店、飲食店など、観光旅行者の利用に供される施設を指します。ただし、宿泊施

設は対象外となります。

なお、各施設1申請のみ申請することができます。

補助対象となる観光施設

観光旅行者の利用に供される施設であって、すでに観光施設として運営されている施設か、改修後に補

助対象事業者によって運営を行われることが担保されている施設が対象となります。

補助対象事業

単なる老朽修繕ではない、観光旅行者が訪れる土産物屋や飲食店等の高付加価値化に資する改修が

対象となります。

(3) ③ 観光施設の改修
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助対象経費

(3) ③ 観光施設の改修 (続き)

補助率及び補助上限額

1/2 500万円

補助対象とならない経費

Å故障、老朽化等に対応するための修理修繕、代替更新のみに要する経費

Å可搬性のある設備の購入や設置に要する経費

Å中古品の購入に係る経費

※ 中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため補助対象となりません。

Å新築及び増築、改築工事に係る経費

※ 建築基準法における建築行為に該当する工事費等は、補助対象となりません。

Å法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費

※ 消防法、建築基準法等で一律に設置が義務付けられているもの(改修工事等によるスプリンクラー、煙検知器の設置等)

重要

① 工事費

改修に係る工事や改修に係る設備工事

(電気設備工事、機械設備工事及び昇

降機設備工事等も含む) や設備導入等

の費用や廃屋撤去等の費用

原則として、工事関連費 (設計費等の改

修工事等に付帯する費用) と区分するこ

ととするが、区分することが困難な場合に

は工事費に含めるものとする

② 工事関連費

改修工事等に付帯する費用(設計費等

の上記に含まれない工事関連の費用)

※ 補助対象事業に直接要する経費に

限る

改修工事等に付帯する費用が該当し、

設計費等の上記に含まれない工事関連

の費用が該当する
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

(3) ③ 観光施設の改修 (続き)

補助対象とならない経費 (続き)

Å補助対象事業者の経常的な経費 (人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介、

手数料、光熱水費、通信料等)

※ ただし、本事業に必要となるアルバイト等の臨時職員の経費は、補助対象経費とします。

Å建築基準法等に定める法定検査費用等

Å予備部品等の購入費用

Å国が助成する他の制度(補助金等) と重複する事業

Å恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

Åコミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

Å親睦会に係る経費

Å振込手数料

Å国の支出基準を上回る謝金費用

Åその他事業と無関係と思われる経費
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助金の交付決定を受けた下記の補助対象事業者が、廃屋の撤去を行う際の留意事項となります。

補助対象事業者

補助対象事業者は、以下の条件に該当する事業者となります。

□ 撤去対象となる廃屋を撤去する権限を有する事業者

補助対象となる廃屋

対象となる廃屋は、建築物又はこれに附属する工作物であって、使用がなされていないことが常態であるも

ののうち、所有者が明確なものになります。

※ 上記で定義する廃屋であれば、公的施設、民間施設のいずれも対象となります。

補助対象事業

地域全体の景観を改善し、観光地としての魅力を向上するために行う廃屋の撤去が対象となります。ただ

し、観光地としての魅力向上に資するため、撤去後の跡地に外部からの誘客が見込める観光目的かつ高付

加価値化に資する施設の設置を行う整備計画を策定して実行することが条件となります。

(4) ④ 廃屋の撤去
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助対象経費

(4) ④ 廃屋の撤去 (続き)

補助率及び補助上限額

1/2 1億円

補助対象とならない経費

Å跡地の整備費用

※ 補助対象となるのは、廃屋の撤去に係る工事費用のみです。

Å 補助対象事業者の経常的な経費 (人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介、手数料、光熱水費、

通信料等)

※ ただし、本事業に必要となるアルバイト等の臨時職員の経費は、補助対象経費とします。

Å 建築基準法等に定める法定検査費用等

Å 国が助成する他の制度(補助金等) と重複する事業

Å 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

重要

① 工事費

改修に係る工事や改修に係る設備工事

(電気設備工事、機械設備工事及び昇

降機設備工事等も含む) や設備導入等

の費用や廃屋撤去等の費用

原則として、工事関連費 (設計費等の改

修工事等に付帯する費用) と区分するこ

ととするが、区分することが困難な場合に

は工事費に含めるものとする

② 工事関連費

改修工事等に付帯する費用(設計費等

の上記に含まれない工事関連の費用)

※ 補助対象事業に直接要する経費に

限る

改修工事等に付帯する費用が該当し、

設計費等の上記に含まれない工事関連

の費用が該当する
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

(4) ④ 廃屋の撤去 (続き)

補助対象とならない経費 (続き)

Åコミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

Å親睦会に係る経費

Å振込手数料

Å国の支出基準を上回る謝金費用

Åその他事業と無関係と思われる経費
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助金の交付決定を受けた下記の補助対象事業者が、補助対象となる公的施設について、公的施設

の観光目的での利活用のための民間活力を導入する際の留意事項となります。

補助対象事業者

補助対象事業者は、以下の条件に該当する事業者となります。

□ 地方公共団体若しくは地方公共団体から公的施設の運営委託を受けている民間事業者

なお、各施設1申請のみ申請することができます。

補助対象となる公的施設

観光旅行者に対して、サービス・役務を提供する公的施設であって、改修後に民間活力の導入を行う施

設が対象となります。なお、「民間活力の導入」とは、新たに民間事業者に対する運営委託を実施する、又

は既に事業者に運営委託を行っており、既存の委託条件を変更することを指します。

補助対象事業

観光目的での有効活用を促進するための、公的施設の改修が対象となります。

(5) ⑤ 公的施設の観光目的での利活用のための民間活力の導入
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

補助対象経費一覧

(5) ⑤ 公的施設の観光目的での利活用のための民間活力の導入(続き)

補助率及び補助上限額

1/2 2,000万円

重要

① 工事費

改修に係る工事や改修に係る設備工事

(電気設備工事、機械設備工事及び昇

降機設備工事等も含む) や設備導入等

の費用や廃屋撤去等の費用

原則として、工事関連費 (設計費等の改

修工事等に付帯する費用) と区分するこ

ととするが、区分することが困難な場合に

は工事費に含めるものとする

② 工事関連費

改修工事等に付帯する費用(設計費等

の上記に含まれない工事関連の費用)

※ 補助対象事業に直接要する経費に

限る

改修工事等に付帯する費用が該当し、

設計費等の上記に含まれない工事関連

の費用が該当する
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

1．補助対象事業の概要

(5) ⑤ 公的施設の観光目的での利活用のための民間活力の導入(続き)

補助対象とならない経費

Å故障、老朽化等に対応するための修理修繕、代替更新のみに要する経費

Å可搬性のある設備の購入や設置に要する経費

Å中古品の購入に係る経費

※ 中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため補助対象となりません。

Å新築及び増築、改築工事に係る経費

※ 建築基準法における建築行為に該当する工事費等は、補助対象となりません。

Å法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費

※ 消防法、建築基準法等で一律に設置が義務付けられているもの(改修工事等によるスプリンクラー、煙検知器の設置等)

Å補助対象事業者の経常的な経費 (人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介、

手数料、光熱水費、通信料等)

※ ただし、本事業に必要となるアルバイト等の臨時職員の経費は、補助対象経費とします。

Å建築基準法等に定める法定検査費用等

Å予備部品等の購入費用

Å国が助成する他の制度(補助金等) と重複する事業

Å恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

Åコミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

Å親睦会に係る経費

Å振込手数料

Å国の支出基準を上回る謝金費用

Åその他事業と無関係と思われる経費
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項

補助対象経費の要件

補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要であって、以下の①～③の条件を全て満たす経

費です。

① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

※交付申請時の「様式第1-3 補助対象経費積算表」に記載された経費であることを原則とします。

② 補助金交付決定日以降の契約 (発注) により発生する経費で、かつ、その支払いが補助対象事業の

事業完了日までに完了している経費

③ 証拠書類等によって契約額や支払済であること等が確認できる経費

補助対象事業実施期間における補助対象となる経費の可否判断例

見積、契約 (発注)、改修工事等、完成検査、支払請求、支払という通常の調達の流れと、補助対象と

なる経費の可否判断について、以下のとおり例示します。

重要

可否
事業実施期間
開始前

補助対象事業実施期間
事業実施期間
終了後

↓交付決定日 事業完了日↓

○ 見積 契約
(発注)

改修
工事等

完成
検査

支払
請求 支払

○ 見積 契約
(発注)

改修
工事等

完成
検査

支払
請求 支払

×
※1

見積 契約
(発注)

改修
工事等

完成
検査

支払
請求 支払

×
※2

見積 契約
(発注)

改修
工事等

完成
検査

支払
請求 支払

×
※2

見積 契約
(発注)

改修
工事等

完成
検査

支払
請求

支払

※１ 交付決定日より前に契約(発注) した経費は補助対象とは認められません。

※２ 補助対象事業の実施期間が終了してから当該経費の支払いが行われた場合は、補助対象とは認め

られません。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

その他注意事項

Å補助対象事業の実施期間は、最長で令和4年2月28日までとなりますので、これまでに経費の支払い等

を含め、全ての事業内容を完了してください。

Å本補助対象事業に要した経費については、他の業務の経費と混同しないよう、入出金を日々記載・記

帳し、その出納を明らかにしてください。

Å本補助対象事業に係る帳簿・伝票等には、他の業務と区別できる表示を行い保管してください。

Å本検査等を受けるための費用や、事業終了後の完了実績報告書等の作成費用は補助対象外となりま

す。

Å金融機関に対する振込手数料は補助対象外となります。

Å金融機関に対する振込手数料を取引先が負担した場合、その金額分の値引きがあったものとみなし、値

引き後の額を補助対象経費とします。

Å経費の算出過程において、1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てにより金額を計上してください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

補助対象経費における消費税の扱い

原則として補助対象経費には消費税額を含めないこととします。ただし、下記に該当する補助対象事業者

は、消費税を含めた金額を補助対象経費とすることが可能です。消費税を含めた金額を補助対象経費とす

る場合は、該当する事業者区分であることを証明する資料を提出してください。

区分 資料名

וֹףּ ךּ ︢ ףּ ︣ךּ כֿ

טּצּ ︣Ḯ

טּ

Ṅ

( )

︡ ( טּ

) ḭ קּ

טּ
( ) (

טּ )

שּ︡ ( וֹ

לּ Ḯ)ḭ

3 בֿ טּ

︢ ףּ ︣ךּ כֿ

טּצּ ︣Ḯ

︡ לּ

︢ ףּ ︣ךּ כֿ

טּצּ ︣Ḯ

לּ צּ ךּ

פּ ḭ

︣

( ḱ

Ḯ)



利益等排除の対象となる調達先の範囲 (イメージ)

補助対象事業者(自社)
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

関係会社等から調達する場合の利益等排除について

補助対象経費の中に、補助対象事業者の自社調達又は関係会社からの調達分がある場合、補助対象

事業の実績額の中に補助対象事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わ

らず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。そこで、これらから調達した場合は、取引価格から

利益等相当額を控除した金額を補助対象経費としてください。

利益等排除の対象となる調達先

補助対象事業者が以下の①～③の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、

いわゆる下請会社の場合も含む) を、利益等排除の対象とします。

① 補助対象事業者自身 (自社)

② 100 ％同一の資本に属するグループ企業

③ 補助対象事業者の関係会社 (上記②を除く)

※ 利益等排除の対象範囲となる具体的な関係会社の範囲は、財務諸表等規則第8条で定義されている

親会社、子会社、関連会社及びその他の関係会社に準じて判定してください。

親会社

子会社

その他の関係会社

関連会社
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

利益等排除の方法及び利益排除が必要な場合の追加提出書類

利益等排除の方法及び利益排除が必要な場合に、通常の証拠書類に加えて必要な提出書類は以下

のとおりです。なお、以下の ḭ ךּךּ ︣Ḯ

区分 利益等排除の方法 追加提出書類

︡ ︣Ḯ
ṡ Ṣ ךּ ︣

טּ כֿ ︣

100Ṿ

︣ ṇ

פּ

צּ טּ

קּ ( ṇ A) ḭ

︡ ︣Ḯ

כֿ צּ ךּ ( ṇ B) ḭ

(

) וֹףּ ︣

( ṡ Ṣ ḭךּךּ

צּ 0 ︡ ︣)

פּ ךּ ︣Ḯ

קּ (ẑ1)

ṇ ︢ ￼ךּ

פּ ︡ שּ Ḯךּאל

ṥ ṇ AṦ

ṡ Ṣ( )ḭ ṡ Ṣ

ṡ Ṣ( )

ךּ ︣

טּ כֿ ︣

ṥ ṇ BṦ

Å

( )

Å ḭ (ẑ2)

צּ פּ

ẑ1 קּ Ḳ

WEB

ḭ צּ אל

ךּ Ḯ

ẑ2 ḭ 2

בֿ (X.XṾ)

︡ ︣Ḯ

(

(שּ פּ

צּ ︣

טּ

קּ ( ṇ A) ḭ

︡ ︣Ḯ

כֿ צּ ךּ ( ṇ B) ḭ

(

) וֹףּ ︣

( ṡ Ṣ ḭךּךּ צּ

0 ︡ ︣Ḯ)

פּ ךּ ︣Ḯ
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

経費の支払方法について

工事代金等の支払方法は銀行振り込みが原則となります。経理処理等の都合上、これによりがたい場合

は現金やクレジットカードによる支払いも可としますが、支払いの事実を明確に証明できる資料を必ず添付し

てください。なお、手形・小切手による支払いを行った場合、補助金の交付を受けることができません。

支払方法別の「支払確認が可能な書類」の例は、下記のとおりですので、支払方法別に必要な証拠書類

を全て揃えてください。

※ 補助対象事業の改修工事等が完成し、完成検査に合格している必要があります。

① 銀行振込の場合

【必要な証拠書類】

Å振込を行ったことが確認できる書類

※ 振込を行ったことが確認できる書類の例(いずれか1つ)

○ 金融機関窓口で発行された銀行振込受領書

○ ATMで発行されたATM利用明細

○ 通帳の取引明細ページ＋通帳の表表紙(補助対象事業者の口座に限る)

○ ネットバンキングの振込完了画面を印刷したもの(補助対象事業者の口座に限る)

○ ネットバンキングの取引明細照会画面を印刷したもの(補助対象事業者の口座に限る)

※ 以下の書類は、振込を行ったことが確認できる書類として認めません。

× ネットバンキングの振込予約画面(振込が完了しているか確認できないため)

× 施工事業者の通帳明細、取引明細等 (証拠書類は原則補助対象事業者のものに限ります)

【注意事項】

Å振込は、経費として計上した金額と整合するよう個別に実施ください。振込額と経費として計上した金額

が一致しない場合は、【必要な証拠書類】に理由を記載して提出してください。

※ 支払いとして認められる理由としては、同一の支払先に他の経費と合わせて支払った場合、総合振込で

一括で支払った場合等が該当します。

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

① 銀行振込の場合 (続き)

【注意事項】

Å当座預金の場合、必要事項が記載されている「当座勘定照合表、残高証明書、当座勘定入金帳」等

を提出してください。

Å証拠書類には必ず次の4点が記載されている必要があります。

① 振込日

② 支払元

③ 支払額

④ 支払先

【証拠書類のイメージ】

⅔ ⅜ ⇔╕⇔√

ᵑ 2021/12/12

ᵒ ỏỏ ỏỏ

)

ᵓ 1,100,000

770

ᵔ ×× ××

(

⅔ ⅔ ╡ ╖

ᵔ⅔ ᵓ

×× ×× 1,100,000

(

ᵒ↔ ᵑ

) 2021/12/12

ATM利用明細 ネットバンキングの振込完了画面

通帳の取引明細ページ＋表紙

20/12/12 10,800,000 (
20/12/12 756
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

② 現金払いの場合

【必要な証拠書類】

Å現金出納帳＋補助対象事業者名が確認できるページ(現金出納帳表紙等)＋領収書

※ 金額の内訳 (工事代金等の額と消費税額) が記載された領収書の発行を受けてください。

※ 金額の内訳が明記されていない場合は、レシート等の内訳が分かるものを添付してください。見積書や納

品書で内訳が確認できれば、レシート等の添付は不要です。

【注意事項】

Å補助対象事業者の書類であることを確認できる必要があります。

Å補助対象事業の領収書であることを確認できる必要があります。

Å証拠書類には必ず次の4点が記載されている必要があります。

① 振込日

② 支払元

③ 支払額

④ 支払先

【証拠書類のイメージ】

現金出納帳＋補助対象事業者名が確認できるページ(出納帳表紙)＋領収書
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

③ クレジットカード払いの場合

【必要な証拠書類】

Åクレジット会社発行の利用明細(書面、Web) ＋領収書

※ 法人カード(ビジネスカード、コーポレートカード等) での一括払いであり、引落し口座が法人名義であるこ

とが条件となります。

※ 個人名義の口座が引落し口座に設定されているカードでの支払いは対象となりません。

【注意事項】

Å一括払いであり、令和4年2月28日までに引き落としが完了しているものが対象となります。

Å必要な情報以外は塗りつぶして提出することも可能です。

※ 必要な情報は、カード名義人、利用日、利用金額、請求金額、引落し口座情報、決済内容です。

【証拠書類のイメージ】

クレジット会社発行の利用明細＋領収書
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(1) 一般的注意事項 (続き)

④ 立替払いの場合

【立替払いが認められる補助対象事業者】

Å採択事業者 (自治体・DMO) 及び採択計画に参加した他の補助対象事業者が支払いを行う場合に

限ります。

※ その他の立替払いによる支払いを行った場合は、原則として補助金の交付を受けることができません(認

められない例：補助対象事業者の親会社による支払い)。

【必要な証拠書類】

Å以下、2つの書類が必要です。

1. 立替払いを行った者から業者への支払いが確認できる書類

2. 立替払いを行った者と補助対象事業者が精算を行ったことが確認できる書類

※ それぞれ、支払方法に応じて、① 銀行振込の場合、② 現金払いの場合、③ クレジットカード払いの場

合を参照してください。



28

【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備

証拠書類に関する注意事項

Å本補助金は、税金により賄われているものであり、経理処理には透明性、客観性、適切性が要求されま

す。適正なフロー(見積依頼 (2社以上)→見積合わせ→契約 (発注)→改修工事等→完成検査→

支払請求→経費支払いの流れ) で事業を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整備してください。

Å証拠書類が不足している、あるいは内容が不明瞭で経費の確認ができない場合は、補助金の交付を行

うことができませんので注意してください。

Å検査にあたっては、実績報告された各経費が交付申請承認時の見積りと大きく乖離していないか(※)

確認します。所定の手続による変更申請なく、大きな乖離が認められる経費がある場合、補助対象の可

否判断のため追加的に資料を求めることがありますので注意してください。

(※)交付申請書様式第1-3「補助対象経費積算表」の行単位で10% を超える見積もりと実績の乖離が

ある場合。

Å証拠書類の整備の際は、本手引きと併せて「セルフチェックシート」を参照してください。

① 工事費

「工事費」とは、改修 (改造) に係る工事や改修に係る設備工事(電気設備工事、機械設備工事及び

昇降機設備工事等を含む) や設備導入等の費用をいいます。

【必要な証拠書類】

下記の証拠書類を提出してください。詳細については各項を参照してください。

(ア) 見積書 (2社以上) 又は見積書及び業者選定理由書

(イ) 契約書又は発注書及び発注請書

(ウ) 工事完了報告書 (工事完成引渡書・工事完成報告書等)

(エ) 本補助対象事業が適正に完了したことが確認できる写真

(オ) 支払請求書

(カ) 支払済であることを確認可能な書類

※ 上記の証拠書類には、日付の記載が必要です。また、宛名、依頼者名は「施設名」を明記してください。

法人の場合は「法人名と施設名」を併記してください。

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

① 工事費 (続き)

(ア) 見積書 (2社以上) 又は見積書及び業者選定理由書

Å原則として、交付申請時と同じ見積書を提出してください。交付申請時に概算見積書を提出した場合は、

本見積書を提出してください。

Å20万円を超える経費については、経済性の観点から、同一仕様で必ず2社以上の見積りを取り、最安

値の事業者を選定してください。なお、2社以上の事業者から見積りを取得することができない場合は、

業者選定理由書を提出してください。業者選定理由書には、見積りを取得できない理由及びその事業

者を選定した理由を合理的な根拠をもとに記載してください。

Å20万円以下の少額経費については、2社以上の見積り及び業者選定理由書は不要です。発注する1

社分の見積書を提出してください。

Å見積書には改修工事等の具体的内容が分かるような積算内訳が必要です。

Å補助対象事業経費は、補助対象事業目的に資するものに限られます。このため、見積書は原則として、

補助対象事業目的の改修工事等に限定した内容で取得してください。

Å仮にその他の改修工事等を含めた内容でしか見積書を作成できない場合であっても、補助対象事業目

的の改修等の内容及び金額が明確にわかるように区分して作成してもらうようにしてください。

Å補助金交付後の会計検査等において、補助対象経費と認められない経費が含まれていたことが判明した

場合、補助金の交付を取り消し、返還を命じる場合がありますので、注意してください。

Å契約後に諸事情により変更契約等を行っている場合は、当初見積書及び変更見積書の両方を添付し

てください。

Å見積書は交付申請時に提出しているものと原則的に同一のものである必要があります。交付申請時から

内容を変更・追加している場合や、交付申請時に最安値であった事業者以外の見積書を採用する場合

は、事前の計画変更が必要になる場合があります。計画変更の取り扱いについては本編Ｐ13の「3．補

助対象事業の実施期間中の提出書類」を参照してください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

① 工事費 (続き)

(イ) 契約書又は発注書及び発注請書

Å補助対象事業について、交付決定日以降に、最安値の事業者と契約(発注) したこと、その契約金額

を確認できる書類を提出してください。

Å交付決定日よりも前に正式な契約行為があった場合は、補助金交付の対象外となりますので注意してく

ださい。

Å契約申込金や契約予約金等であっても、交付決定日前に支払われている場合は補助金交付の対象外

となりますので注意してください。

Å契約書を締結せず、発注書及び発注請書により、補助対象事業の契約 (発注) を行っている場合は、

補助対象事業者が発行する発注書と受注者が発行する発注請書の両方を添付してください。

Å契約書等の名義は、補助対象事業者として申請した名義と同一(法人であれば法人名) としてください。

代表者個人の名義やグループ会社等による契約は認められません。

Å契約変更等により、契約金額や内容が交付申請時の見積書と異なる場合(軽微な場合を除く) は、事

前に変更申請書を提出する必要があります。計画変更の取り扱いについては本編Ｐ13 の「3．補助対

象事業の実施期間中の提出書類」を参照してください。

(ウ) 工事完了報告書 (工事完成引渡書、工事完成報告書等)

Å補助対象事業が事業期間内に適正に完了したことを証明できる書類として、以下の内容が記載された

工事完了報告書等を提出してください。

ü 発注者 (＝補助対象事業者名)

ü 改修・改造・撤去・導入等の対象名

ü 工事開始日・完了日

ü 工事実施内容

ü 工事施工会社名

Å工事施工会社が発行する工事完了報告書等に上記の項目が記載されるように、工事施行会社にあら

かじめ依頼をしてください。

Å補助対象事業者は、工事が適正に完了したことを自ら検査し、検査記録を工事完了報告書等に添えて

提出してください。検査記録は、検査書・検収書等の書面を作成するか、又は工事完了報告書等の余

白に、検査担当者が検査日及び署名を記載してください。

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

① 工事費 (続き)

(エ) 本補助対象事業が適正に完了したことが確認できる写真

Å工事費等を計上する場合は、施工した工事の概要がわかるよう、工事前・工事後の写真を添付してくだ

さい(施工前後の工事の全体像がわかる写真が必要です)。

Å加えて、本補助対象事業の対象物件であることを明示した管理シール等(本編P29の参考様式を参照

してください。) を貼付し、貼付箇所の写真を添付してください。

Å上記の写真は内容がわかればカラーでも白黒でも構いません。

(オ) 支払請求書

Å補助対象事業に係る支払請求書の発行を必ず受けてください。

Å支払請求書には、振込先口座の明細等が記載されていることを確認してください。

(カ) 支払済であることを確認可能な書類

Å具体的に必要となる書類は、P23「経費の支払方法について」を参照してください。

Å取引先への支払いは補助対象事業者の名義で行ってください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

② 工事関連費

「工事関連費」とは、「①工事費」に含まれない工事関連の費用をいい、改修工事等に付帯する設計費

等の費用が該当します。ただし、補助対象事業に直接要する経費に限ります。

【必要な証拠書類】

下記の証拠書類を提出してください。詳細については各項を参照してください。

(ア) 見積書 (2社以上) 又は見積書及び業者選定理由書

(イ) 契約書又は発注書及び発注請書

(ウ) 納品書（補助対象事業者が検収した証跡があるもの）

(エ) 支払請求書

(オ) 支払済であることを確認可能な書類

※ 上記の証拠書類には、日付の記載が必要です。また、宛名、依頼者名は「施設名」を明記してください。

法人の場合は「法人名と施設名」を併記してください。

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

② 工事関連費 (続き)

(ア) 見積書 (2社以上) 又は見積書及び業者選定理由書

Å「① 工事費 (ア) 見積書 (2社以上) 又は見積書及び業者選定理由書」を参照してください。

(イ) 契約書又は発注書及び発注請書

Å「① 工事費 (イ) 契約書又は発注書及び発注請書」を参照してください。

(ウ) 納品書（補助対象事業者が検収した証跡があるもの）

Å納品物は、発注した内容と整合していることを確認してください。

Å納品書は、補助対象事業者が検収した証跡があるものを提出してください。具体的には納品書の余白に、

補助対象事業者が検査日を記入し署名してください(別途検収書や検査書の提出によって代替すること

も可能です)。

(エ) 支払請求書

Å「① 工事費 (オ) 支払請求書」を参照してください。

(オ) 支払済であることを確認可能な書類

Å「① 工事費 (カ) 支払済であることを確認可能な書類」を参照してください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

証拠書類の記載事項

提出する証拠書類は一見しただけで内容がわかることが重要です。したがって、書類ごとに内容は異なりま

すが、以下の例を参考に、見積書、発注書、契約書、支払請求書等の記載事項は①～⑦までの項目が

記載されたものを用意してください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

2．補助対象経費及び証拠書類の留意事項

(2) 証拠書類の整備 (続き)

証拠書類の整備・提出について

Å証拠書類は、証拠書類に関する注意事項(P28～) 及び証拠書類の記載事項(P34) に記載された

注意事項等を遵守の上、整理・提出してください。

Å証拠書類は、電子申請システムを通してオンラインで提出してください。

Å証拠書類の原本一式は、国土交通省行政文書管理規則に則り、補助対象事業が完了した年度の終

了後5年間 (令和9年3月31日まで) 保管が必要となります。事務局や会計検査院の検査等で必要と

なりますので、照会があった場合は、原本を見ながら対応できるようにしてください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

3．中間検査の実施及び中間検査費目積算書の提出について

(1) 中間検査の概要

中間検査とは

Å中間検査は、事業期間中に、事業終了時における検査負荷の軽減並びに誤認識及び誤処理等の速

やかな是正等を目的として、必要に応じて事務局が実施する検査です。

Å中間検査を行う補助対象事業は、事業規模、内容、取組状況等に応じて事務局が決定します。対象

となる補助対象事業者に対しては、事前に事務局から個別に通知いたします。

重要

(2) 中間検査費目積算書等の提出について

提出書類一覧

Å事務局から個別に通知があった補助対象事業者は、下記の書類を事務局に提出してください。

Å事務局は、提出された下記「中間検査費目積算書」等の書面及び実地検査により、執行状況の確認・

書類の整合性等の確認を実施します。

重要

① 中間検査セルフチェックシート 1部

② 中間検査費目積算書 (様式8) 1部

③ 通帳口座証明書 1部

④ 証拠書類一式 「補助対象経費及び証拠書類の留意事項」を参照

⑤ その他、補助対象事業の実績を証明できる書面(必要に応じて) －

提出時の注意事項

Å中間検査費目積算書 (関連する添付資料含む。以下同じ) は、確定検査前に書類の整合性等を確

認するための重要な書類ですので、適切に作成し提出してください。

Å必要書類の不足や内容不明瞭等の不備があった場合は、適切な報告書が提出されたと見なされません。

Å中間検査費目積算書に悪質な虚偽の内容が含まれていた場合は、交付決定の取り消しを行う場合が

あります。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

3．中間検査の実施及び中間検査費目積算書の提出について

(2) 中間検査費目積算書等の提出について(続き)

提出時の注意事項 (続き)

Å中間検査費目積算書の内容確認のため、事務局が追加で実地検査に入る場合があります。

○ 中間検査における証拠書類の提出範囲について

様式8「中間検査費目積算書」に計上した補助対象経費ごとに、「見積書 (2社以上) 又は見積書及び

業者選定理由書」「契約書又は発注書及び発注請書」を整理して提出してください。

提出書類全体の取りまとめ方法

補助対象事業者は、中間検査費目積算書等の提出書類を以下のように取りまとめてください。

重要

共
通

証
拠
書
類
一
式

(

経
費
ご
と
に
整
理
し
て
提
出)

中
間
検
査

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

（
様
式
第
８
）

中
間
検
査
費
目
積
算
書

通
帳
口
座
証
明
書

見
積
書(

2

社
以
上) 

又

は
見
積
書
及
び
業
者
選
定

理
由
書

契
約
書
又
は

発
注
書
及
び
発
注
請
書

【提出書類取りまとめにあたっての注意事項】

Å必要書類は電子申請システムを通してアップロードし、提出をお願いします。

Å中間検査にあたっての必要項目が整っているか、セルフチェックシートを使用して確認してください。

Å書類原本については、補助対象事業ごと、補助対象経費ごとに整理して保管してください。

そ
の
他
、
補
助
対
象
事
業

の
実
績
を
証
明
で
き
る
書

面(

必
要
に
応
じ
て)
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

3．中間検査の実施及び中間検査費目積算書の提出について

(2) 中間検査費目積算書等の提出について(続き)

提出資料の概要

提出資料の概要については以下のとおりです。

① 中間検査セルフチェックシート

中間検査費目積算書等の提出前に、中間検査にあたって必要な項目が整っているかを補助対象事業者

自身でご確認いただく際に使用するためのものです。

中間検査は、事業期間中に、事業終了時における検査負荷の軽減並びに誤認識及び誤処理等の速や

かな是正等を目的としており、最終的には円滑な補助金交付に資するものです。そのためには、事務局が実

施する中間検査において提出資料を検査し、提出資料が適切なものであると認められる必要があります。

この際、必要書類の不足や内容不明瞭等の不備があった場合は、適切な報告書が提出されたと見なされ

ず、事務局と補助対象事業者の双方に負担が生じてしまいます。

この負担を軽減し、円滑な中間検査を実施するために、セルフチェックシートを記入し提出してください。

② 中間検査費目積算書 (様式第8)

中間検査の時点において補助対象事業者が本事業に要し、補助対象経費となる経費について積算し、

これを報告するためのものです。補助対象経費であることが判別できるよう項目の内容欄は具体的に記載し

てください。

③ 通帳口座証明書

システムから登録した口座情報を確認するために、以下の必須項目がわかる資料をご準備ください。また、

金融機関や口座の種類によって該当資料が異なるため、次ページの表を参考にしてください。

必須項目

① 口座名義人の氏名 (フリガナ) ※申請者と同一である必要があります

② 金融機関名

③ 支店名

④ 預金種別

⑤ 口座番号
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

3．中間検査の実施及び中間検査費目積算書の提出について

(2) 中間検査費目積算書等の提出について(続き)

提出資料の概要 (続き)

③ 通帳口座証明書 (続き)

提出資料の対象者及び提出時点

①中間検査セルフチェックシート及び②中間検査費目積算書 (様式第8) は、事務局から中間検査の対

象となったことの通知を受けた補助対象事業者が提出する必要があります。提出時点につきましては、事務

局からの通知後になります。

No 金融機関・口座の種類 ご準備いただく資料

1 都市銀行、地方銀行、信用金庫等
通帳の表紙＋表紙の裏の見開き(必須項目が記載されて
いるページ) のコピー

2
インターネットバンキング等により通帳
がない場合

金融機関のWebサイトの必須項目が記載されたページのコ
ピー

金融機関が発行する口座証明書

3 当座預金で通帳がない場合

当座勘定照合表

残高証明書
※預金残高が見えないようにマスキング処理可

金融機関が発行する口座証明書

4 ゆうちょ銀行の場合

通帳の表紙＋表紙の裏の見開き(銀行振込用の口座情
報を含む必須項目が記載されているページ) のコピー

ゆうちょ銀行のWebサイトの銀行振込用の口座情報を含む
必須項目が記載されたページのコピー

5
地方公共団体などで通帳やそれに
準ずる書類がない場合

金融機関が発行する口座証明書
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

3．中間検査の実施及び中間検査費目積算書の提出について

(2) 中間検査費目積算書等の提出について(続き)

中間検査書類の提出期限、提出先及び注意事項

【提出期限】

中間報告期限の令和3年12月31日 (仮) まで

※ 期限までに適切な報告書を提出してください。

※ 改めて正式な日程は別途通知いたします。

【提出先】

電子申請システム(後日詳細公開予定)

【注意事項】

Å提出期限は厳守いただきますようお願いします。

Å中間報告書類の作成、送付等に係る費用は補助対象事業者の負担となります。

様式等ダウンロード先

既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業 特設Webサイト

URL：https : //kizonkanko .net/

重要
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について

(1) 補助対象事業完了実績報告の概要

補助対象事業の完了とは、原則として、交付申請書に記した観光拠点再生計画に基づく設備投資のほ

か、購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指します。補助対

象事業者は、令和4年2月28日までに補助対象事業を完了(代金の支払いまで) させ、当該事業完了の

日から10日以内もしくは、令和4年3月4日までに、事業内容及び経費内容をとりまとめた｢補助対象事業

完了実績報告書 (様式第9-1)」及び証拠書類等を電子申請システムにより事務局に提出してください。

重要

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について

補助対象事業者は、以下の書類を事務局に提出してください。事務局は、提出された補助対象事業完

了実績報告書等の書面検査を行い、本補助対象事業の成果、経理処理の状況等を確認し、当該検査

(確定検査) をもって補助金の額を確定します。

提出書類一覧 重要

① 補助対象事業完了実績報告書セルフチェックシート 1部

② 補助対象事業完了実績報告書 (様式第9-1) 1部

③ 補助対象事業完了に係る宣誓書(様式第9-2) 1部

④ 確定検査費目積算書 (様式第9-3) 1部

⑤ 消費税の額の確定に伴う報告書(様式第9-4) 1部

⑥ 収益納付に係る報告書(様式第9-5) 1部

⑦ 通帳口座証明書 ※中間検査で提出していない場合のみ必要 1部

⑧ 証拠書類一式 「補助対象経費及び証拠書類の留意事項」を参照

⑨ その他、補助対象事業の実績を証明できる書面(必要に応じて) －
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について(続き)

提出時の注意事項

Å補助対象事業完了実績報告書 (関連する添付資料含む。以下同じ) は、交付すべき補助金の額を確

定する根拠となる重要な書類ですので、適切に作成し提出してください。

Å適切な補助対象事業完了実績報告書が提出期限までに提出されない場合は、交付決定の取り消しを

行い、補助金を交付しませんので注意してください。

Å必要書類の不足や内容不明瞭等の不備があった場合は、適切な報告書が提出されたと見なされません。

Å補助対象事業完了実績報告書に虚偽の内容が含まれていた場合は、交付決定の取り消しを行い、補

助金の交付を行いません。

Å補助対象事業完了実績報告書の内容確認のため、事務局が実地検査に入る場合があります。

Å証拠書類のうち、中間検査で提出済のものについては再提出は不要です。なお、原本については、確定

検査時に提出する証拠書類とあわせ、整理して保管してください。
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について(続き)

提出書類全体の取りまとめ方法

補助対象事業者は、補助対象事業完了実績報告時に提出書類を以下のように取りまとめてください。

重要

【提出書類取りまとめにあたっての注意事項】

Å必要書類は電子申請システムを通してアップロードし、提出をお願いします。

Å確定検査にあたっての必要項目が整っているか、セルフチェックシートを使用して確認してください。

Å書類原本については、補助対象事業ごと、補助対象経費ごとに整理して保管してください。

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について

補助対象事業A
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証
拠
書
類
一
式
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と
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整
理
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て
提
出)
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了
実
績

報
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書
セ
ル
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チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト

（
様
式
第
９
ー
１
）

補
助
対
象
事
業
完
了
実
績

報
告
書

（
様
式
第
９
ー
２
）

補
助
対
象
事
業
完
了
に

係
る
宣
誓
書

（
様
式
第
９
ー
３
）

確
定
検
査
費
目
積
算
書

（
様
式
第
９
ー
４
）

消
費
税
の
額
の
確
定
に

伴
う
報
告
書

（
様
式
第
９
ー
５
）

収
益
納
付
に
係
る
報
告
書

通
帳
口
座
証
明
書

そ
の
他
必
要
書
類

見
積
書(

2

社
以
上) 

又

は
見
積
書
及
び
業
者
選
定

理
由
書

契
約
書
又
は

発
注
書
及
び
発
注
請
書

工
事
完
了
報
告
書
、

納
品
書

本
補
助
対
象
事
業
が
適
正

に
完
了
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
写
真

支
払
請
求
書

支
払
済
で
あ
る
こ
と
を

確
認
可
能
な
書
類

※ 記載は工事費の場合の証拠書類。費目ごとに必要となる証拠書類はP28～参照
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について(続き)

提出資料の概要

提出資料の概要については以下のとおりです。

① 補助対象事業完了実績報告書セルフチェックシート

補助対象事業完了実績報告書等の提出前に、確定検査にあたって必要項目が整っているかを補助対

象事業者自らご確認いただく際に使用するためのものです。

補助金の額を確定し交付するためには、事務局が実施する確定検査において提出資料を検査し、提出

資料が適切なものであると認められる必要があります。この際、必要書類の不足や内容不明瞭等の不備が

あった場合は、適切な報告書が提出されたと見なされず、事務局と補助対象事業者の双方に負担が生じて

しまいます。この負担を軽減し、円滑な確定検査を行うために、セルフチェックシートを記入し提出してください。

② 補助対象事業完了実績報告書(様式第9-1)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(S30 .8.27法律第179 号) 14条に基づき、補助

対象事業を実施し完了したことを報告するためのものです。別紙の補助対象事業完了実績表では、各事

業別の補助対象経費、交付決定額及び実施額を入力し、補助金の額を計算します。

この際、交付決定通知書で通知される補助金の額は、補助金の上限額であることから、補助対象経費か

ら計算される補助金の額が交付決定通知書で通知された補助金の額を超える場合は、交付決定通知書

で通知される補助金の額で報告することになりますのでご注意ください。

なお、補助対象事業完了実績報告書等は補助対象事業完了後10日以内 (遅くても令和4年3月4日

まで) に提出してください。

③ 補助対象事業完了に係る宣誓書(様式第9-2)

補助対象事業者が、宣誓書に記載されている事項に違反していないことを宣誓するものです。仮に、虚偽

の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、補助対象事業の取消しとなり、補助金の返還

を命じる場合があります。

④ 確定検査費目積算書(様式第9-3)

補助対象事業者が本事業に要し、補助対象経費となる経費について積算し、これを報告するためのもの

です。補助対象経費であることが判別できるよう項目の内容欄は具体的に記載してください。

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について(続き)

④ 確定検査費目積算書 (様式第9-3)

補助対象事業者が本事業に要し、補助対象経費となる経費について積算し、これを報告するためのもの

です。補助対象経費であることが判別できるよう項目の内容欄は具体的に記載してください。

⑤ 消費税の額の確定に伴う報告書 (様式第9-4)

本様式は、原則税抜きで報告すべき金額を税込みで報告した場合に提出するものです。

課税事業者である補助対象事業者が、補助金額確定時に何らかの事情で補助対象経費から消費税額

及び地方消費税額を減額していない場合には、同税額が確定した後、すみやかに「消費税の額の確定にと

もなう報告書(様式第9-4)」により、電子申請システムを通じて事務局に報告してください。

対象事業者の具体例としては、P20に記載の、消費税を含めた金額を補助対象経費とすることが可能な

補助対象事業者のうち、「⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税

額確定後の返還を選択する補助対象事業者」が該当します。

⑥ 収益納付に係る報告書 (様式第9-5)

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規程により、補助対象事業の実施期間中に、

補助対象事業の成果として、直接的な利益が生じた場合は、交付すべき補助金の額の範囲内で、収益金

相当分の減額 (相殺) を行う必要があります。

このため補助対象事業者は、本事業実施期間内の収益の状況について報告していただく必要があります。

なお、収益がない場合につきましても提出の必要があることにご留意ください。

⑦ 通帳口座証明書

中間検査時に提出していない場合のみ必要となります。必要な資料の詳細についてはP38-39をご確認く

ださい。

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について
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【別添1】補助対象事業別留意事項 (施設改修等事業)別

(2) 補助対象事業完了実績報告書の提出について(続き)

提出資料の対象者及び提出時点

4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について

① 補助対象事業完了実績報告書
セルフチェックシート

○ ○

② 補助対象事業完了実績報告書
(様式第9-1)

○ ○

③ 補助対象事業完了に係る宣誓書
(様式第9-2)

○ ○

④ 確定検査費目積算書
(様式第9-3)

○ ○

⑤ 消費税の額の確定に伴う報告書
(様式第9-4)

△
※1

○

⑥ 収益納付に係る報告書
(様式第9-5)

○ ○

⑦ 通帳口座証明書 △
※2

○

(※1) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定し、補助

金の額の全部又は一部の返還をする必要がある補助対象事業者のみ提出が必要。

(※2) 中間検査時に提出していない補助対象事業者のみ提出が必要。
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4．完了実績報告書の提出及び確定検査の実施について

(3) 確定検査の概要

確定検査とは

Å確定検査は、補助対象事業完了後に補助金の額を確定するために、全補助対象事業に対して、事務

局が実施する検査です。

Å中間検査等を受けた補助対象事業に対しては、中間検査等で確認済みの証拠書類を除いた内容につ

いて検査を実施します。

確定検査書類の提出期限、提出先及び注意事項

【提出期限】

補助対象事業が完了した日(完了実績報告書における完了日) から10日以内 (ただし、遅くとも令和4

年3月4日まで)

※ 補助対象事業は令和4年2月28日までに完了(期日までに支払いを完了させている必要があります)

※ 期限までに適切な報告書を提出してください。

【提出先】

電子申請システム(後日詳細公開予定)

【注意事項】

Å提出期限は厳守いただきますようお願いします。

Å完了実績報告書類の作成、送付等に係る費用は補助対象事業者の負担となります。

様式等ダウンロード先

既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業 特設Webサイト

URL：https : //kizonkanko .net/

重要

重要
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5．実地検査の実施について

(1) 実地検査の概要

実地検査とは

Å実地検査は、事業期間中若しくは事業完了後に、補助対象事業の実施状況等が事業計画と整合して

いるかどうかを確認することを目的に、事務局が必要に応じて現地を訪問して行う検査です。

Å実地検査を行う補助対象事業者は、事業規模、内容、取組状況等に応じて事務局が決定します。対

象となる補助対象事業者に対しては、事前に事務局から個別に通知いたします。

実地検査の実施時期、実施方法及び注意事項

【実施時期】

事業計画等に基づき、下記の方針で実施します。なお、実施日程の詳細については、事務局から個別に

ご連絡いたします。

重要

【実施方法】

現地訪問

【注意事項】

Å実施方法は、社会情勢等を鑑みて変更する場合があります。

Å複数事業を実施している補助対象事業者に対しては、各補助対象事業について個別に検査を実施す

る場合があります。

Å実地検査の際に、悪質な妨害、隠ぺい、虚偽説明等が認められた場合は、交付決定の取り消しを行う

場合があります。

① 7月から11月までに事業が完了する補助対象事業 原則として事業完了後に実施するものとします

② 12月以降に事業が完了する補助対象事業
原則として事業実施期間中に実施するものとし
ます

③ 実証実験を行う補助対象事業 実証実験中に実施します
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5．実地検査の実施について

(2) 実施事項

実地検査における確認事項

実地検査では、以下の点を中心に確認します。

① 事業計画に沿った事業が実施されているか。

② 事業規模、スケジュール等に重要な変更がないか。

③ 補助目的から外れる事業を実施していないか。

④ 実施体制は適切か。

⑤ 証拠書類の原本等が適切に保管されているか。

⑥ その他

実地検査当日の依頼事項

Å現地に案内いただくとともに、事業計画、進捗状況等についての説明をお願いいたします。

Å補助対象事業の担当者の同行をお願いいたします。

Å実地検査に際して必要な装備(ヘルメット等) があれば、ご準備をお願いいたします。

Å工事施工前の写真や契約内容について当日現地で確認させていただく場合があります。

Å必要により中間検査若しくは確定検査とは別に当日若しくは実地検査前後に証拠書類を確認する場合

があります。証拠書類は実地検査日までの証拠書類受領状況に応じて適切に保管してください。

Å依頼内容の詳細については、事務局から個別にご連絡させていただきます。
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改訂履歴

日付 内容

2021/7/16 Å初版公開

2021/8/19

Å全体デザイン修正

Å別添を分冊化(ページ番号を通し番号から分冊ごとの番号に修正)

Å「2. (2) ① (ウ) 工事完了報告書 (工事完成引渡書、工事完成報告書」に工事

完了報告書に記載が必要な項目について追加及び内容修正

2021/8/24
Å「2. (1) 一般的注意事項」に関係会社等から調達する場合の利益等排除について

追加

2021/9/10

Å様式第9-7が不要となったため関係する記述を削除

Å3. 4. の必要書類に通帳口座証明書を追加

Å「2. (1) 一般的注意事項」の追加提出書類に持株比率を確認できる書類を追加


